
 

 

様式第９ 

農地法第５条第１項の規定による許可に関する事項 

 

法第49条第１項又は第２項

の農林水産大臣の同意を得

た土地利用方針に係る復興

整備事業の名称等 

事業名 地区名 事業主体 

 

谷地向東太陽光発電事業

 

 

谷地向東地区 

 

 

Solar SPV合同会社  

 

 

図面記号 

谷地向東地区 

 

 

１ 
当事者の住所

等 
（※１） 

当事者の別 氏  名 捺印 住     所 

譲 受 人 
Solar SPV合同会社
職務執行者 
齋藤 稔 

印 
東京都千代田区永田町一丁目11番28号

合人社東京永田町ビル ４階 

２ 土地の所在等 

土地の所在 地 番 

地 目 

面 積

(㎡) 

所有権以外の使 

用収益権が設定 

されている場合 

（※２）

土地利用区分

登記簿 現 況
権利の

種 類

権利者の 

氏名又は

名称 

農振法
都 市

計画法

         

         

計 24,195㎡（田23,376㎡ 畑819㎡) 

３ 

権利を設定し

又は移転しよ

うとする契約

の内容 

権利の種類 
権利の設定、

移転の別 

権利の設定、

移転の時期 

権 利 の 

存続期間 
その他 

地上権 設定 
復興整備計画

公表後 
２２年間  

４ 

転用するこ

とによって生

ずる付近の農

地作物等の被

害の防除施設

の概要 

設置する工作物は低層であることから、日照に影響する範囲は小さく、周辺農地へ

の影響はない。また、用地には、雨水等の流量調整のための調整池を設けた上で既存

の排水路に排水するとともに、調整池での流量調整を要しない雨水等については、現

状と同様の排水を行う。以上のことから、周辺農地及び土地改良施設の機能に支障を

及ぼすおそれはない。 

 

 

  

別紙のとおり 



登記簿 現況
権利の
種類

権利者の
氏名

又は名
農振法 都市計画法

1 福島県相馬郡飯舘村関根宇谷地向 68-3 田 田 2,835 - - - 都市計画区域外

2 福島県相馬郡飯舘村関根宇谷地向 68-4 田 田 1,081 - -
晨振地域内農
用地区域内

都市計画区域外

3 福島県相馬郡飯舘村関根宇谷地向 68-8 田 田 118 - - - 都市計画区域外

4 福島県相馬郡飯舘村関根宇谷地向 172-1 畑 畑 797 - - - 都市計画区域外

5 福島県相馬郡飯舘村関根宇谷地向 174-1 田 田 609 - - - 都市計画区域外

6 福島県相馬郡飯舘村関根宇谷地向 175-7 田 田 7,213 - -
晨振地域内農
用地区域内

都市計画区域外

7 福島県相馬郡飯舘村関根宇谷地向 175-11 田 田 138 - - - 都市計画区域外

8 福島県相馬郡飯舘村関根宇谷地向 178-1 田 田 7,561 - -
晨振地域内農
用地区域内

都市計画区域外

9 福島県相馬郡飯舘村関根宇谷地向 178-3 田 田 202 - - - 都市計画区域外

10 福島県相馬郡飯舘村関根宇谷地向 179-2 畑 畑 8 - - - 都市計画区域外

11 福島県相馬郡飯舘村関根宇谷地向 179-3 畑 畑 14 - - - 都市計画区域外

12 福島県相馬郡飯舘村関根宇谷地向 200-1 田 田 993 - -
晨振地域内農
用地区域内

都市計画区域外

13 福島県相馬郡飯舘村関根宇谷地向 200-12 田 田 2,626 - -
農振地域内農
用地区域内

都市計画区域外

以下余白

　　　　13筆　　　24,195　㎡　（　田　23,376　㎡　　畑　819　㎡）

(別紙）２ 土地の所在地　等 東

番号 所在 地番

地目
面積
(㎡)

所有権以外の使用
収益権が設定され

ている場合
土地利用区分



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【谷地向東地区】谷地向東太陽光発電事業 



 

 

様式第９ 

農地法第５条第１項の規定による許可に関する事項 

 

法第49条第１項又は第２項

の農林水産大臣の同意を得

た土地利用方針に係る復興

整備事業の名称等 

事業名 地区名 事業主体 

 

谷地向西太陽光発電事業

 

 

谷地向西地区 

 

Solar SPV合同会社  

 

 

図面記号 

谷地向西地区 

 

 

１ 
当事者の住所

等 
（※１） 

当事者の別 氏  名 捺印 住     所 

譲 受 人 
Solar SPV合同会社
職務執行者 
齋藤 稔 

印 
東京都千代田区永田町一丁目11番28号

合人社東京永田町ビル ４階 

２ 土地の所在等 

土地の所在 地 番 

地 目 

面 積

(㎡) 

所有権以外の使 

用収益権が設定 

されている場合 

（※２）

土地利用区分

登記簿 現 況
権利の

種 類

権利者の 

氏名又は

名称 

農振法
都 市

計画法

         

         

計 24,094㎡ (田6,118㎡ 畑17,976㎡) 

３ 

権利を設定し

又は移転しよ

うとする契約

の内容 

権利の種類 
権利の設定、

移転の別 

権利の設定、

移転の時期 

権 利 の 

存続期間 
その他 

地上権 設定 
復興整備計画

公表後 
２２年間  

４ 

転用するこ

とによって生

ずる付近の農

地作物等の被

害の防除施設

の概要 

 設置する工作物は低層であることから、日照に影響する範囲は小さく、周辺農地へ

の影響はない。また、用地には、雨水等の流量調整のための調整池を設けた上で既存

の排水路に排水するとともに、調整池での流量調整を要しない雨水等については、現

状と同様の排水を行う。以上のことから、周辺農地及び土地改良施設の機能に支障を

及ぼすおそれはない。 

 

別紙のとおり 



登記簿 現況
権利の
種類

権利者の
氏名

又は名
農振法 都市計画法

1 福島県相馬郡飯舘村関根字大久保 21 田 田 1,661 - -
農振地域内農
　用地区域内

都市計画区域外

2 福島県相馬郡飯舘村関根字谷地向 61 畑 畑 2,513 - - 都市計画区域外

3 福島県相馬郡飯舘村関根字谷地向 67 畑 畑 912 - - 都市計画区域外

4 福島県相馬郡飯舘村関根字谷地向 68-9 田 田 186 - - 都市計画区域外

5 福島県相馬郡飯舘村関根字谷地向 99 畑 畑 2,388 - -
農振地域内農
　用地区域内

都市計画区域外

6 福島県相馬郡飯舘村関根字谷地向 100 畑 畑 3,214 - -
農振地域内農
　用地区域内

都市計画区域外

7 福島県相馬郡飯舘村関根字谷地向 104-12 田 田 3,356 - -
農振地域内農
　用地区域内

都市計画区域外

8 福島県相馬郡飯舘村関根字谷地向 179-1 畑 畑 3,396 - - 都市計画区域外

9 福島県相馬郡飯舘村関根字谷地向 185 田 田 915 - - 都市計画区域外

10 福島県相馬郡飯舘村関根字谷地向 187 畑 畑 502 - -
農振地域内農
　用地区域内

都市計画区域外

11 福島県相馬郡飯舘村関根字谷地向 191-1 畑 畑 1,135 - -
農振地域内農
　用地区域内

都市計画区域外

12 福島県相馬郡飯舘村関根字谷地向 192 畑 畑 1,466 - -
農振地域内農
　用地区域内

都市計画区域外

13 福島県相馬郡飯舘村関根字谷地向 193 畑 畑 577 - -
農振地域内農
　用地区域内

都市計画区域外

14 福島県相馬郡飯舘村関根字谷地向 194 畑 畑 80 - -
農振地域内農
　用地区域内

都市計画区域外

15 福島県相馬郡飯舘村関根字谷地向 195 畑 畑 588 - -
農振地域内農
　用地区域内

都市計画区域外

16 福島県相馬郡飯舘村関根字谷地向 197 畑 畑 1,205 - -
農振地域内農
　用地区域内

都市計画区域外

以下余白

　　　　16筆　　　24,094　㎡　（　田　6,118　㎡　　　　畑　17,976　㎡）

(別紙）２ 土地の所在地　等 西

番号 所在 地番

地目
面積
(㎡)

所有権以外の使
用収益権が設定
されている場合

土地利用区分



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【谷地向西地区】谷地向西太陽光発電事業 


